
 

 

教育職員免許法施行細則の一部を改正する規則案について 

 

高校教育課 

 

１ 改正の理由 

  平成27年12月21日付け中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教

員の資質向上について」を受けて、教職課程において修得が必要とされてい

る科目の再編成が行われた。 

この再編成に伴う教育職員免許法施行規則等の一部改正を受け、県施行細

則の一部を改正する。 

 

２ 改正の内容  

別表第２から別表第４までの各表の科目区分について所要の改正を行う。 

 

３ 施行期日 

  平成31年４月１日 






























